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感染症罹患後の登校における「登校許可意見書・出席停止報告書」について（お願い） 

 

春陽の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、一年の初めにあたり、感染症罹患後の登校についてのお願いをいたします。感染症罹患後の登校

につきましては、お子様の健康の回復を図るとともに、感染の拡大防止の観点から医師の「登校許可意見

書」をご提出いただくことが必要です。ただし、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症と診断され

た場合は、「出席停止報告書」を保護者に方により記入、提出いただくことで医師による意見書に代えるも

のといたします。 

なお、登校許可意見書が必要になる感染症につきましては、下記に掲載しています。 

 保護者の皆様には、これまでのご協力に感謝申し上げますとともに、引き続き感染症拡大防止のため、

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

出席停止の感染症と停止期間基準について 〈保存版〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 感染症名 出席停止期間 

 

 

 

第

二

種 

インフルエンザ 発症後５日、かつ、解熱後２日（幼児３日）を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症 発症後５日、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は、５日間の適正な抗菌性物質製剤による治

療が終了するまで 

麻疹（はしか） 解熱した後 3 日を経過するまで 

水痘（水ぼうそう）  すべての発疹が痂皮化するまで 

風疹（三日ばしか）  発疹が消失するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ）  

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、

全身状態が良好になるまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消失した後 2 日を経過するまで 

結核 症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認められる

まで 髄膜炎菌性髄膜炎 

 

 

 

 

第

三

種 

コレラ ・細菌性赤痢 

腸管出血性大腸菌感染症 

腸チフス ・パラチフス 

流行性角結膜炎・ 急性出血性結膜炎 

 

症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認められるまで 

〈その他の感染症〉 

・溶連菌感染症 ・感染性胃腸炎 

・ヘルパンギーナ ・手足口病 

・マイコプラズマ肺炎 

・伝染性紅斑(りんご病) など 

 

（必要があれば出席停止にしうる感染症で、すべて一律に出席停止にな

るわけではありません。主治医の診断や学校・地域での流行状況などに

より出席停止の措置を取る場合があります） 

 


